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A 類型（先端設備） 証明団体向け解説書（第 2 版） 

 

１．「製造業者等の名称」欄について 

 当該設備の性能把握や同一メーカー内の新旧モデルの判別が必要であるため、申請者

（※１）は原則設備メーカーとするが、代理店や子会社等で正確な申請が可能と工業

会が判断できる場合（※２）は、設備メーカーに代わって代理店や子会社等が申請者

（※１）となることを可とする。 

※１ 申請書（様式１）の右下の「製造業者等の名称」欄の記名・捺印 

※２ 例えば、ユーザー自身が申請する場合やメーカーでも代理店でもない第三者 

（申請代行そのものを業務とする単なる代行業者等）が申請する場合は、一般

的に正確な申請が可能とは判断しづらい。 

 なお、既に代理店等が申請者となっている証明書については、そのままで可。 

 

２．「代表者氏名」「印」欄について 

 代表者氏名については、特段制限はない。代表取締役に限定するのか、工場長や経

理部長など部門長でも可とするかは、各工業会等の判断に一任。 

 同様に、印鑑についても特段制限はない。各工業会等の判断により、部門長でも問

題ないとした場合は部門長印でも可であり、また海外メーカーについて印鑑ではな

くサインで代用することも可。 

 また、サイン等については、直筆の原本そのものではなく、直筆の原本をＰＤＦ化

したもので申請することも可とする。 

 

３．海外メーカー品について 

 海外メーカー品についても本税制の対象となるが、その場合も、国内メーカーと同

様にメーカー名で工業会等に対し証明書を申請することが必要。 

 

４．証明書の発行者名について 

 証明書の発行者名（工業会等の記名・捺印）についても特段制限はない。記入例は

会長名としているが、然るべき役職の方であれば問題ない。 

 

 

 

 

 



 

５．比較対象のない設備について 

 手引きの Q&A（５ページ）に記載のある「比較対象が全くないものは、比較する

指標がないため、最新モデルであることのみが要件となります」とは、例えば新設

会社における第１号製品など、非常に限定的な場合のみを指す。 

 従って、メーカーから「今回、新商品を出しました。今までには無い設備（従来の

系統とは違う設備）なので、生産性の比較は不要です。」と申請があったとしても、

安易に「比較不要」と判断することは不可。 

 新商品であっても、まずは（同じ系統でなくとも）社内の類似する機能・性能を持

つ設備を何かしら抽出してもらい、その設備と比較をするようにメーカーに指示を

お願いしたい。 

 それでも比較するものが見つからない場合は、類似する機能・性能を持つ設備が社

内には一切ないことをメーカーに説明してもらい、その内容が工業会として納得で

きた場合に限り、「比較対象が全くないため、最新モデル要件のみで可」と判断いた

だきたい。 

 なお、その場合、チェックリスト（様式２）の「生産性向上」欄は、『比較すべき旧

モデルが存在しない新製品であるため、比較不要』等と記載。 

 

６．Ａ類型（先端設備）における「年度」について 

 「一定期間内に販売開始」や「年平均１％」を算定する上での「年度」とは、メー

カーや事業者の決算年度に係わらず、『１月１日から１２月３１日まで』を指す。 

 

７．経済産業省宛の定例報告について 

 今後も毎月３営業日目を締め切りとしてメールにて月次報告を実施。 

 件数が０件であっても、必ず期限までに報告をお願いしたい。 

 報告は必ず期限厳守でお願いします。（毎月、期限を過ぎる工業会が複数あり

ます。） 

 なお、毎月の報告事項は、当月分の実績のみとする。（2014 年 5 月までは累計実

績を報告いただいており、6 月より変更。） 

 また、既に一斉メールでも徹底済ですが、集計の都合上、左から３列目「設備の種

類」欄は、必ず下記いずれかから選択してください。（「機械設備」や「機械及び装

置」といった入力はしないでください。） 

 「機械装置」「工具」「器具備品」「建物」「建物附属設備」「ソフトウエア」 

 

 

 

 



 

８．判断に迷った場合の連絡先 

 生産性指標として何が適切か等、個別案件の判断について 

→ 各担当原課（例：経済産業省 産業機械課） 

 制度概要について／定例報告について／その他の質問について 

→ 経済産業省 産業再生課 ０３－３５０１－１５６０ 

  seisanseikojo@meti.go.jp 

 

（その他） 

証明団体／証明設備の追加・変更について 

 証明団体が随時変わってしまうと、事業者もメーカーも税務署も混乱してしまうた

め、証明団体や各団体が証明する設備については、原則、現時点のもので確定とす

る。 

 今後は、ある設備に申請が集中し証明書の発行が大幅に遅延してしまうなど、制度

の執行に問題が発生した場合のみ追加・修正を検討予定。 
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